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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年７月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員及び同乗者死亡 

発生日時 不明（平成２８年８月７日 １５時００分ごろ～１０日 ０６時３２

分ごろの間） 

発生場所 不明（千葉県銚子市沖） 

事故の概要  プレジャーボートContinental
コ ン チ ネ ン タ ル

は、帰航中、船長及び同乗者３人の

全員が落水して死亡した。 

 Continentalは、全損となった。 

事故調査の経過  平成２８年８月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート Continental、１９トン 

 ２３５－３９８４５神奈川、株式会社コンチネンタル 

 １２.２９ｍ（Lr）×４.０６ｍ×２.５５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、６５４.６kＷ（合計）、平成１１年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１０年１月９日 

  免許証交付日 平成２５年４月１７日 

         （平成３０年５月２９日まで有効） 

同乗者Ａ 男性 ６７歳 

同乗者Ｂ 男性 ４８歳 

同乗者Ｃ 男性 ３８歳 

 死傷者等 死亡 ４人（船長、同乗者Ａ、同乗者Ｂ及び同乗者Ｃ） 

 損傷 全損 

 気象・海象 

 

気象： 

 犬吠埼灯台から北西方約４,０００ｍに位置する銚子地方気象台の

観測値は、次のとおりであった。 

 

日付 

 

時刻 

(時：分) 

平均 最大瞬間 

風向 
風速

(m/s) 
風向 

風速

(m/s) 



 

- 2 - 

8 月 7日 07:00 北北東 4.3 北北東 5.4 

〃 11:00 北北東 5.6 北北東 8.0 

〃 15:00 北北東 7.0 北東 8.7 

〃 19:00 北東 6.9 北東 8.8 

〃 23:00 北北東 9.4 北北東 11.6 

8 日 03:00 北 10.8 北北東 13.5 

〃 07:00 北北東 11.3 北北東 15.0 

〃 11:00 北 13.6 北 18.7 

〃 15:00 北 14.3 北北東 19.8 

〃 19:00 北北西 17.8 北北西 21.8 

〃 23:00 北西 9.9 北北西 13.6 

9 日 03:00 西 5.8 西 7.2 

〃 07:00 西 5.8 西南西 8.7 

〃 11:00 南西 5.7 南西 8.3 

〃 15:00 南南西 5.5 南南西 7.1 

〃 19:00 南南西 6.1 南南西 8.3 

〃 23:00 東南東 3.7 東 5.1 

 10 日 03:00 東 3.0 東 4.0 

〃 07:00 東北東 2.9 東北東 3.8 

海象：波高 約４ｍ、水温 約２７℃ 

 平成２８年８月７日、台風第５号が東京都小笠原諸島付近に存在し

ており、日本列島に接近中であった。 

 銚子市の警報・注意報発表状況 

発表日 発表時刻 警報・注意報の内容 

7 日 04:28 波浪注意報 － 

〃 16:36 波浪注意報 － 

8 日 04:44 波浪注意報 強風注意報 

〃 10:42 波浪警報 強風注意報 

9 日 03:40 波浪注意報 強風注意報解除 

〃 10:46 波浪注意報 － 

〃 16:46 波浪注意報 － 

10 日 04:44 波浪注意報解除 － 

 関東海域北部の海上警報発表状況（抜粋） 

発表日 発表時刻 警報の内容 

7 日 05:40 海上暴風警報 

〃 11:30 海上台風警報 

〃 17:35 海上暴風警報 

8 日 02:25 海上暴風警報 

9 日 05:40 海上強風警報 
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〃 23:30 海上強風警報解除 
 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人である同乗者Ａ、同乗者Ｂ及

び同乗者Ｃを乗せ、平成２８年８月７日０７時００分ごろ、釣り大会

の目的で銚子市沖の釣り場に向けて同市所在のマリーナ（以下「本件

マリーナ」という｡）を出発した。 

 釣り大会本部のプレジャーボートは、１０時００分ごろ及び１２時

００分ごろに本船から無線で釣果の定時報告を受けていた。 

 本件マリーナは、１５時００分ごろ、本船と無線で交信をしてお

り、本件マリーナに向けて帰航中との連絡を受けていた。 

 本件マリーナは、本船が帰港しないので、１５時３０分ごろ無線で

本船を呼び出したが応答がなかったので、船長の携帯電話に掛けたと

ころ、すぐに留守番電話に切り替わったので、１６時２１分ごろ海上

保安庁に捜索を依頼した。 

 船長は、９日１１時１５分ごろ、海上保安庁のヘリコプターによ

り、千葉県旭市上永井海岸で発見され、病院へ搬送されたが死亡が確

認され、溺死と検案された。 

 同乗者Ａは、９日１３時４０分ごろ、発見者からの通報により、旭

市中
なか

谷
や

里
り

海岸で発見され、病院へ搬送されたが死亡が確認され、死因

が不詳と検案された。 

 同乗者Ｂ及び同乗者Ｃは、１０日０６時３２分ごろ、操業中の漁船

からの通報により、飯岡灯台南方沖で同乗者Ｂが、同灯台南西方沖で

同乗者Ｃがそれぞれ漂流した状態で発見され、いずれも病院へ搬送さ

れたが死亡が確認され、溺死と検案された。 

 本船は、９日に船名の一部が記載された破片が上永井海岸で発見さ

れた。 

（付図１ ８月７日０９時の天気図、付図２ ８月８日０９時の天気

図、付図３ ８月９日０９時の天気図、付図４ ８月１０日０９時

の天気図 参照） 

 その他の事項 

 

 船長は、平成２５年ごろから、本件マリーナを係留地としていた。 

 本船は、８月６日０７時３０分～１５時００分の間及び７日０７時

００分～１４時００分の間で開催された釣り大会に２日間とも参加し

ていた。 

 釣り大会の主催者は、台風など悪天候でない限りは予定どおり釣り

大会を実施することとしており、７日の釣り大会を開催する前、海上

暴風警報及び波浪注意報が発表されていることを知っていたが、海上

が穏やかだったので、釣り大会を実施した。 

釣り大会に参加するか否かは、各船船長の判断となっていた。 

本船は、１０時００分ごろ及び１２時００分ごろに釣り大会本部の

プレジャーボートと、１５時００分ごろに本件マリーナとそれぞれ本

船と交信していたが、いずれも船位に関する情報を伝えていなかっ
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た。  

 船長の携帯電話は、８日に銚子市小浜
お ば ま

町の海岸で、防水パックに入

った状態で発見された。 

 救命胴衣は、８日に小浜町の海岸で、コンチネンタルと記載された

もの及び何も記載のないものが２着ずつ発見された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

あり 

 船長、同乗者Ｂ及び同乗者Ｃは、それぞれ溺死し、同乗者Ａの死因

は、不詳であった。 

 本船は、銚子市沖の釣り場から帰航中、７日１５時００分ごろ本件

マリーナと無線で交信を行った後、船長が９日１１時１５分ごろ上永

井海岸で、同乗者Ａが９日１３時４０分ごろ中谷里海岸で、同乗者Ｂ

及び同乗者Ｃが１０日０６時３２分ごろ飯岡灯台南方沖及び同灯台南

西方沖で、それぞれ発見されたことから、この間において、船長及び

同乗者３人の全員が落水したものと考えられるが、落水するに至った

状況を明らかにすることはできなかった。 

 船長、同乗者Ｂ及び同乗者Ｃは、落水して溺水したものと考えられ

るが、溺水するに至った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、銚子市沖の釣り場から帰航中、船長及び同乗者

３人の全員が落水したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・出航する前に、気象及び海象の状況を観察した上で、堪
たん

航性を考

慮して出航の可否を判断すること。 
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   付図１ ８月７日０９時の天気図   付図２ ８月８日０９時の天気図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   付図３ ８月９日０９時の天気図   付図４ ８月１０日０９時の天気図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


